
「石 山 寺」扇額

歴史研究室

石山守 WÍ.i"ür;:~大津市)の総川である点大l'リ ( 1111"j) (ζは，r'.f.i山寺」と組子のある師向:1がHJげら

れている。乙の山門は，辺久F己主r:(l旧))1ζ再建された人lリ原造 -木l，c日 三門ー}ーIの八脚門で

主要文化財!ζ指定されている。{.I山寺ではほぼI，tl時j剖{ζ 建てられた辿i2J物(ζは，他lζ多宝塔

(ill久 5"ドill立)がしられ ， 乙のH剖削の IJH;fHζ は拐l#i!;ÿJの I~)Jがあった。

ところで，ζの山I"Jの剥在の寺号館iは江戸時代のものかと!芯われるが，それ以liii'乙11，1げられ

ていた 「石山寺」日制がl民政Jrli(~j~rjl弛) !ζl収納されており ，現在の隔制は，その占い師舶の形

態・ ，'r- l孤 ，̂~.;をほぼ倣っている乙とがわかる 。

ï~1 い li可制は ， 縦 59.9 cm，悩 31.8 cm， 1')さ2.9cmのー枚恨の恰材の鋭阪[ζ上 ・左右の三万

!ζ， lrilじ伯材の古1M去をつけ，全体で縦 66.5cm，偵 52.5cmとなる o1t"1総は，訟にfJkI巴を施し，

上縁[ζ2制，左右縁{ζ各 3個の諸国j五が割りj土Iかれている。なお，Itd縁のない下ん1ζは，鋭板

の下町i，ltζ 2 カ所の的自があるが， ζ の猪 U は割り 1ヨかれていない。 鋭仮のr-~I央 lζ は 「石山寺」

と赦'，:.::14>=で柴7i1f彫されている。文字は)J強さは少ないが，典麗な占liJi!を示す。猪 J-j;韮は償$iM.5

cm liii後，縦 3.0.......3.5cm :ß!で ， 各告1I り 11 き (ζ 鉄車Jが7.] (1:し ていて ， 鋭似と}~，1~の接合[ζ利川

されている 。 日制はi<以全 1('Î lζ以白色塗料 ( 1当土)が塗られ ， 鋭似 ・ }í'~ ~:香!の去 l(iÎはそのままであ

るが ， 告I(iサーの彫り込み ， 刷私!の側 IÚÎ ， 拍 11;韮の内側や~TfiÎ((. は ::1.~漆が控られていたごとくで ，

災 I f' Î とその他の問所{ζ は一部以漆が伐存している 。 鋭阪の四 l~jHζ釘穴が各 l カ所あり ， その釘

ア山門[ζfJ・ち付けられていたと思われる 。 なお ， 鋭 ~i .制縁とも去I('Iがかなり!抵触していて，

kJ剖11¥1タ判官5(乙HJげられていた乙とがわかる。

~ I (， j((.は中火 {ζよ1，\泌を喰つてない部分があり，その fli5分 !ζ ご.行.': きで

'f:i台JL;'oド字ーI-'J-:J1ベ"話，'i:之 / 従二位脱出判1J 1~!n能 」

と行， ' r-H>:(乙て lí:2;刻されている 。 なお十:'.L1の|ての~'iリ』は別状では l政似していて不!日]1協である

が，r う~gli J かと J.!:.(~コれる(11'集75-卜邸J) 。

~5(にみえる L:rfìJGI，j: (124ω にこの回復lをf.j(.:記したi阪iJIt行能は，皇太后出必脱出11r終のt去りj
として治成3I，.r: (1179) !ζ出土1:，定仁川年(1201)叙問。川内権少'11，0，布石{大夫などを持て t jii'i禎

21:1-: (12:16)従二位31'参議として公卿となり ，以後その地位のままで，仁治元年11月26日山家

(法:?，d必然)，悠長 71:1:'. (1255) 77肢にて没した人物である。従って，乙の?績は出家の「目前[ζ執筆

されたものである。彼はJj長版行成の八代の子孫にあたり ，能占:家として著名な世話t寺流のなか

でも，行成 ・行予(行能のl可孫)とともにl1J:i的.寺の三市と称主れ，~i' 版文 ・ 上表など朝廷での

いろいろな占役を勤めた。1，:能が従二三位(ζ 叙せられたのも ，Li.近i!NI!子の加を』いたれであっ

たといわれる。また;欽人としてもよくしられる。

能』家としてしられる'rÌÎì主主とされるものには宇治切 ， 紙起切などの古筆や ， qおり~1:具政初

一 位 ー



j主L米」や消l品があるが，いずれも桝1':休もしくは1I ，'::体等であり Iイi山手J'J旧制のm.瓜とは
比' 1淡し Jlf~い 。 しかし . (五行能市といわれるらのは，おおむね'(J加料殺っていて，}，l、 l l l lii は nnげfU~

，'Hili.¥を示 している。
日制の幼ふれは.1 ÎÎiちの トIl父にあたる 11 1: 符 ~dM j'~ になる Ir 伐 '!IJ'~出 ， \11 1 1少 .Jj (こも .-=e0))('1(がい

われ ， また u他 1' 1 身の ~h今 8 1f (1275)のおicliである 政的，'H:Li少dJ(fLl本，lfll.!Ji列的ー，;)(ζ も，

「制 ζ そ下， 1 ::の 1: と 令 しむるの人 ・ f ( 1担 。 1 とある 。 似も大内以の治古fl'iが、 'í然~ì ー であろうが . ，il'i 

L112狗:iもそれにみ:ぐものであったろ う。‘{久的，q・+L抄，.n (ζ はさらに {L，k~ì l刈 (ζ ， 1)~~'{fIi占人・Jj

治主8'・倣1':=人'Ii. )(-F能 I q: 1.v ~'t人之 ・WHの名町m をHJげているが ， そ乙 lζ は イ7山古:の舶に |長|する

J己主13はない。なお，ru ill!i代後Wlの 能.':: ‘ l i断 (l1Y ü .-1.:十 lζ は ， その ト在 {ζ ， 古iyn~rよ . 'l:f城岐

川制)f・1'，11/5 氏本日制て，tj';の件以lζひきつづいて'ド例州|ド'r.引社|上-イイμ仏iム、IJ.¥弘刈fl品l凶古狗釘削(1'0ι5
カか、汁(にζ6出 |卜:.ífl芭~，1月i為ミ"作::1，可?抱釘削4正似:iOの〉うちとして'

近江11¥1イl山君i' 1i他州l

(illl守 とあり，また出I'..il'fiTI 

(ζ ら，ζの(i111 :;!i'防相が;己.1夜t:uており ，モれによりn・IillJげに

の、It，紘lの状!@をJ;!Iることができる。

創作， 同館iで市J虫j文 化 H村行， i.: ， 1 1I 11 は 1 2 1' 1 ・ 1 51[， iあるが ， ~合 lI~i 代

3{'1:のうち，愛姫 ・人1IIIi氏和l'トlの川町iを除いては ::ifi;. ()r~'i 

'，';{ ~I';. I : 3 I[，i (文tIく1]1，1:(127'1)ιi-'l-i)， !.l~}; { ・ (ì- (以 XM:j '，' : >; 1 lui (佐治jじ

"1: (1 275) 白:銘)はともに ， 打\1 '1.1 納 ， \' ， 1約l;(~M'iの -(-で'U能のJ尚子と

なった111:作守続制執事の日制である。1i能も杭':UJと川じく多く

の回復iを'(';J¥市したかと!よlわれるが (i山寺Jh可制も，その、叩I，'i .l}.! (，:の r(illl、.'I'.1符i

のイj・1数の，1:=き了・であるu能
~Fで ， W紀も lり J ii'(riであり ，

~ f'f時代 !J I WJの日制として

1'1' ifi;な資料といえよ う。乙

の同級は.s，l在石山寺にある

所，i:!~~II' 1f=1鉛のうちill-iぷWl

の文化6{Iー(180Y)f/j" ~i:d-;:，政

I~n;且只改 II Uゃ ， 1リj治 ll {f

(H178)の仏総11'物取，(1M阪な

どに，すでに ー Lilll寺

制」と収射されている。
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